
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 

令和８年度 ボランティア・市民活動事業費助成金交付事業 募集要項 

 

 本事業は、本会が目指す「地域の輪 笑顔でお互いさまのまち あきる野をめざして」を効果的に推

進するため、ボランティア団体及び市民活動団体（以下、「ボランティア団体等」という。）が行う地域

福祉等に関する事業へ助成金を交付するものです。 

また、この助成金により、ボランティア団体等の公益的な活動が継続するだけでなく、より一層活性

化することを期待しています。 

【事業内容】 

１ 申請限度額 １団体最大５万円とする。（予算の範囲内） 

２ 対象団体 以下のすべての事項に該当する団体 

（１）あきる野市民を対象に、福祉課題や社会的課題に取り組む公益的な活動

を行う団体。 

（２）５人以上の会員等で構成されている法人格を持たないボランティア・市

民活動団体。 

（３）主にあきる野市内に活動拠点が設置されている団体。 

（４）団体規約や会計機能を有し、継続的な活動が可能である団体。 

（５）社協登録ボランティア・市民活動団体または、社協登録団体となること

を了承する団体。 

３ 対象事業 地域福祉、高齢者、障がい者及び児童等の福祉に関する事項を取扱う、以下の

事業 

（１）団体が広く市民に対して行う社会福祉等に関する研修会 

（２）団体が一般市民を対象とし、企画実施する地域福祉向上を図ると認めら

れる事業 

４ 助成事業実施 

対象期間 
令和８年７月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

５ 申請受付期間 令和８年５月１５日（金）から６月５日（金）までの土日を除く 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 申請の相談 助成金の申請を希望する団体に対し、申請受付期間内で個別に相談を受付けま

す。必ず事前に担当者と連絡をとり、相談日時を調整してください。事業内容

等を確認後に申請書類をお渡しします。 

７ 助成金交付決定 令和８年６月末頃を予定 

※令和８年６月頃に開催する本会地域福祉活動推進委員会において、事業内容

等を審査し、本会会長により、助成金の交付を決定します。 

８ その他 助成した事業内容や報告等は、必要に応じて、社協広報「あいネットあきる野」

及び社協ホームページで、一般に公開します。 

【問合せ・連絡先】 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会 地域福祉推進課 

          あきる野ボランティア・市民活動センター 担当 愼、田嶋 

          TEL０４２－５９５－９０３３ FAX０４２－５５９－３５６１ 


